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番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

B25
埼玉県分権推進交付金 総務費 地方分権推進事業費

針路 09 未来を見据えた社会基盤の創造 17

分野施策 0901 住み続けられるまちづくり 17-14,17-17

１　事業の概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

３　地方財政措置の状況

　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源

決定額 739,883 739,883 △8,119

前年額 748,002 748,002

令和 4年度予算見積調書
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

市町村
振興費

市町村連絡調
整費

事 業
期 間

平成11年度～ 根 拠
法 令

　地方財政法第28条第1項 SDGsｺﾞｰﾙ

SDGsﾀｰｹﾞｯﾄ

　「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」
に規定する事務を行う市町村に対して、その事務処理に
要する経費を交付する。
　地方財政法第28条第1項において、「都道府県がその
事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府
県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する
経費の財源について必要な措置を講じなければならない
」と規定されている。

（１）埼玉県分権推進交付金　739,883千円

（１）事業内容
　 ア 移譲事務（交付対象事務154事務）　　  675,760千円　 イ　経由事務（交付対象56事務） 　　　　　64,123千円
　　 (ｱ) 移譲市町村が拡大する事務 (9事務）  61,590千円　  (ｱ) 移譲市町村が拡大する事務 (1事務）   28,397千円
　　 (ｲ) 移譲事務が拡大する事務   (4事務）  51,109千円　  (ｲ) 移譲事務が拡大する事務   (0事務）        0千円
　　 (ｳ) 移譲市町村が縮小する事務 (2事務）   2,793千円　  (ｳ) 移譲市町村が縮小する事務 (0事務）        0千円
     (ｴ) それ以外の事務        （139事務） 560,268千円　　(ｴ) それ以外の事務         （55事務）   35,726千円
　　　　※上記のほか3事務は所管課が別途交付
　　　　　　　
（２）事業計画
　　　「埼玉県権限移譲方針（令和2年3月策定）」に基づき移譲対象事務とする163事務の移譲を推進

（３）事業効果
      住民に身近な行政について、市町村の自主的な判断と責任において決定できるようになり、住民サービスの向上
　　や市町村における総合行政の展開が図られる。
　　　○移譲事務数
　　　　平成30年度　　157事務 (新規 2事務　法令移譲による削除1事務)
　　　　令和元年度　　157事務（新規 0事務）
　　　　令和２年度　　157事務（新規 0事務）
        令和３年度　　158事務（新規 1事務）
　　　　令和４年度　　157事務 (新規 0事務　法令移譲による削除1事務)
       

（４）その他
　　【前年度からの変更点】
　　　・人件費単価の変更[4,461円 円/時間(令和3年度)→4,421円/時間(令和4年度)]
　　　・移譲拡大（対象市町村の拡大・移譲事務拡大）による増
　　　・移譲縮小（対象市町村の減少）による減
　　　・人件費・処理件数・処理時間等の見直しによる減　

　(県10/10)

　9,500千円×2.6人＝24,700千円

前年との
対比
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